
（平成２５年９月１９日報道資料抜粋）

年金記録に係る苦情のあっせん等について

年金記録確認四国地方第三者委員会分

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 4 件

厚生年金関係 4 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 3 件

国民年金関係 1 件

厚生年金関係 2 件



四国（徳島）厚生年金 事案 1097 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたことが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）Ｃ工場にお

ける資格取得日に係る記録を昭和 46年 12 月 21日に訂正し、申立期間の標準

報酬月額を４万 5,000円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男（死亡） 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 26年生 

住    所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 46年 12月 21日から 47年１月 21日まで 

Ａ社に継続して勤務していた期間のうち、同社Ｄ工場から同社Ｃ工場に

異動した際の申立期間に係る厚生年金保険被保険者記録が欠落しているの

で、記録を訂正してほしい。 

（注）申立ては、死亡した申立人の妻が、申立人の年金記録の訂正を求

めて行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｂ社から提出された在籍証明書、申立人に係る雇用保険の被保険者記録、

申立人の妻から提出された勤続表彰状及び同僚の供述から判断すると、申立

人は、Ａ社に継続して勤務し（同社Ｄ工場から同社Ｃ工場に異動）、申立期間

に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認めら

れる。 

なお、異動日については、申立人と同時期にＡ社Ｄ工場から同社Ｃ工場に

異動したとする複数の同僚が、それぞれ、「異動は、昭和 46 年 12 月 20 日頃

だった。」、「異動は、同年 12 月中には決まっており、47 年１月６日頃から同

社Ｃ工場に出勤したと思う。」と供述していること及び同社Ｄ工場における資

格喪失日に係る記録から判断すると、46 年 12 月 21 日とすることが妥当であ

る。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社Ｃ工場における



昭和 47年１月の社会保険事務所（当時）の記録から、４万 5,000 円とするこ

とが妥当である。 

なお、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料の事業主による納付義務の

履行については、事業主が、届出の誤りを認めていることから、社会保険事

務所は、申立人に係る昭和 46 年 12 月の保険料について納入の告知を行って

おらず、事業主は、申立人に係る申立期間の保険料を納付する義務を履行し

ていないと認められる。 



四国（高知）厚生年金 事案 1098 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準報酬月額の記録については、当該期間のうち、

昭和 52 年９月から 53 年８月までは 22 万円、同年９月から 54 年８月までは

24 万円、同年９月は 28 万円、同年 10 月は 24 万円、同年 11 月及び同年 12

月は 28 万円、55 年１月は 26 万円、同年２月から同年５月までは 28 万円に

訂正することが必要である。 

なお、事業主は、上記訂正後の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料（訂

正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を履行

していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

 氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 25年生 

住    所 ：  

    

    

    

 

２ 申立内容の要旨 

  申 立 期 間 ： 昭和 52年５月 12日から 55年６月１日まで 

 Ａ社で勤務した期間の年金記録を確認したところ、申立期間の標準報酬

月額は同社から支給された給与額より低く記録されている。申立期間の給

与明細書を所持しているので、調査の上、年金記録を訂正してほしい。 

   

 

第３ 委員会の判断の理由 

    申立人は、申立期間の標準報酬月額の相違について申し立てているとこ

ろ、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以

下「特例法」という。）に基づき標準報酬月額を改定又は決定し、これに

基づき記録の訂正及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除してい

たと認められる厚生年金保険料額及び申立人の報酬月額のそれぞれに基づ

く標準報酬月額の範囲内であることから、これらの標準報酬月額のいずれ

か低い方の額を認定することとなる。 

したがって、申立期間のうち、昭和 52 年９月から 55 年４月までの期間

に係る標準報酬月額については、申立人から提出された給与支給明細書に

より確認できる厚生年金保険料控除額から、52 年９月から 53 年８月まで

は 22 万円、同年９月から 54 年８月までは 24 万円、同年９月は 28 万円、

同年 10 月は 24 万円、同年 11 月及び同年 12 月は 28 万円、55 年１月は 26



万円、同年２月から同年４月までは 28万円に訂正することが妥当である。 

  また、申立期間のうち、昭和 55 年５月は、申立人は、同年同月に係る給

与支給明細書を保有していないものの、52 年９月から 54 年４月までの期

間に係る給与支給明細書から、厚生年金保険料控除額は、毎年９月に上が

り翌年８月まで同額であること、及び申立期間の同僚の一人は、「私も他

の同僚も退職月の勤務状況及び給与支給内容は、それまでと変わらなかっ

た。」と供述していることから判断すると、当該期間についても直前の報

酬月額と同額の給与額が支給され、55 年４月と同額の保険料が控除されて

いたと認められる。 

  これらを総合的に判断すると、昭和 55 年５月の標準報酬月額については、

28万円に訂正することが妥当である。 

 なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、

給与支給明細書において確認できる報酬月額又は保険料控除額に見合う標

準報酬月額と社会保険事務所（当時）で記録されている標準報酬月額が長

期間にわたり一致していないことから、事業主は、給与支給明細書で確認

できる報酬月額又は保険料控除額に見合う報酬月額を届け出ておらず、そ

の結果、社会保険事務所は、当該報酬月額に見合う保険料について納入の

告知を行っておらず、事業主は、当該保険料を納付する義務を履行してい

ないと認められる。 

  一方、申立期間のうち、昭和 52 年５月から同年８月までの期間について

は、前述の給与支給明細書により申立人の報酬月額に基づく標準報酬月額

は、オンライン記録により確認できる標準報酬月額より高額であることが

確認できるものの、事業主が源泉控除していたと認められる厚生年金保険

料額に基づく標準報酬月額は、オンライン記録の標準報酬月額と比較して、

同年５月から同年７月までは同額であり、同年８月は低額であることから、

特例法による保険給付の対象に当たらないため、あっせんは行わない。 

 

 

 

 



四国（高知）厚生年金 事案 1099 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間①の船員保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人の船舶所有者Ａにおける資格取得日に

係る記録を昭和 29年８月３日に、資格喪失日に係る記録を同年 11月 22日に

訂正し、当該期間の標準報酬月額を同年８月は 5,000 円、同年９月及び同年

10月は 6,000円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該期間の船員保険料を納付する義務を履

行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

 氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 10年生 

住    所 ：  

    

    

    

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 29年８月３日から同年 11月 22日まで 

         ② 昭和 31年１月 16日から同年３月 25日まで 

 私は、申立期間①において、Ａ氏が所有するＢ丸に食事係として実兄

と一緒に乗り組み、申立期間②はＣ市Ｄ漁業協同組合（現在は、Ｆ漁業

協同組合）が所有するＥ丸に乗り組んだ。いずれの申立期間も船員とし

て勤務したにもかかわらず、船員保険の被保険者となっていないため、

申立期間①及び②において被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①について、申立人は、「５月か６月頃にＡ氏が所有するＢ丸に

乗船した。半年に満たない程度の乗船期間であったが、乗船も下船も兄と一

緒だった。」と主張しているところ、昭和 29 年８月３日に当該船舶所有者に

おいて船員保険の被保険者資格を取得した同僚が、申立人及びその兄は、同

船に一緒に乗っていたと回答していること、及び申立人の兄の当該船舶に係

る船員保険の被保険者記録から判断すると、申立人は、申立期間①において、

Ｂ丸に乗り組んでいたものと認められる。 

また、船舶所有者Ａにおいて船員保険の被保険者記録が確認できる者は、

「当該船舶所有者は、船に乗れば、船員保険を掛けてくれていた。一人だけ

加入させないということはなかったと思う。」と供述している上、複数の同



僚及び申立人が供述した当時のＢ丸の船員数（約 20 人）と、昭和 29 年１月

から 30年 12月までの期間（休漁期であったと考えられる昭和 29 年５月から

同年７月までの期間、30 年５月及び同年６月の期間を除く。）における当該

船舶所有者における船員保険被保険者数（約 21 人）は、ほぼ一致しているこ

とから判断すると、当該船舶所有者は、Ｂ丸に乗り組む船員全員を船員保険

に加入させていたものと考えられる。 

さらに、申立人の兄は申立期間①において、船舶所有者Ａにおける船員保

険の被保険者記録が確認できる上、申立人が同僚として名前を挙げた者につ

いては申立期間①と重複する昭和 29年９月１日から同年 12月 30 日までの期

間において、同被保険者記録が確認できる。 

これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間①に係る船員保険料を

事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間①の標準報酬月額については、当該船舶所有者における申

立人の兄及び同職務の同僚の記録から判断すると、昭和 29年８月は 5,000円、

同年９月及び同年 10月は 6,000円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る船員保険料の納付義務を履行したか否かにつ

いては、事業主の連絡先等が不明であるため、供述を得ることはできないが、

仮に、事業主から申立人に係る被保険者資格の取得届が提出された場合には、

その後同資格の喪失届を提出する機会があったこととなるが、いずれの機会

においても社会保険事務所（当時）が当該届出を記録しないとは考え難いこ

とから、事業主から当該社会保険事務所へ資格の取得及び喪失に係る届出は

行われておらず、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る昭和 29 年８月

から同年 10 月までの保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、

申立期間①に係る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

申立期間②について、当該期間において、Ｃ市Ｄ漁業協同組合における船

員保険の被保険者記録が確認できる同僚は、「私は、申立人の紹介でＥ丸に

乗り組み、申立人と一緒に下船した。」と供述している上、別の同僚も申立

人の乗船を記憶していることから、申立人は、申立期間②において、同船に

乗り組んでいたことが推認できる。 

しかしながら、Ｅ丸の船員として、申立人と前述の同僚が名前を挙げた者

のうちの４人については、Ｃ市Ｄ漁業協同組合における船員保険の被保険者

記録が確認できない上、当該４人は死亡又は連絡先不明のため、供述を得る

ことができない。 

また、前述の同僚は、「Ｅ丸には 10 人乗っていたが、全員が船員保険に加

入していたかどうかは分からない。」と供述しており、ほかの同僚からも同

船の船員に係る保険料控除の取扱いについて具体的な供述を得ることができ

ない。 

さらに、Ｆ漁業協同組合は、「申立期間②当時の資料は一切残っていな



い。」と回答していることから、当該期間における保険料控除について確認

できる関連資料及び供述を得ることができない。 

このほか、申立人の申立期間②における船員保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が船員保険被保険者として、申立期間②に係る船員保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを認めることはできない。 



四国（香川）厚生年金 事案 1102 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準報酬月額の記録については、当該期間のうち、

平成 21年１月を 28万円に訂正することが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る上記訂正後の標準報酬月額に基づく厚生年

金保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付

する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

 基礎年金番号 ：  

 生 年 月 日 ： 昭和 34年生 

  住    所 ：   

   

   

   

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 16年２月２日から 21年９月１日まで 

          ② 平成 20年 12月 

          ③ 平成 21年７月 

          ④ 平成 21年 12月 

Ａ社に勤務していた期間のうち、申立期間①に係る標準報酬月額が実際

の給与額よりも低額となっているので、実際の給与額に基づく標準報酬月

額に訂正してほしい。 

また、申立期間②、③及び④に係る賞与が年金記録に反映していないの

で、記録を訂正してほしい。 

   

   

   

 

第３ 委員会の判断の理由  

 申立人は、申立期間①に係る標準報酬月額の相違について申し立てている

が、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以下

「特例法」という。）に基づき標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づ

き記録の訂正及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認

められる厚生年金保険料額及び申立人の報酬月額のそれぞれに基づく標準報

酬月額の範囲内であることから、これらの標準報酬月額のいずれか低い方の

額を認定することとなる。 

したがって、申立期間①のうち、平成 21 年１月の標準報酬月額について

は、申立人から提出された給料明細書及び事業主の回答から確認できる報酬

月額から、28万円とすることが妥当である。 



なお、申立人の当該期間に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の

履行については､事業主は、「オンライン記録どおりの届出及び保険料納付を

行った。」と回答していることから、上記訂正後の標準報酬月額に見合う標

準報酬月額を届け出ておらず、その結果、社会保険事務所（当時）は、当該

標準報酬月額に見合う厚生年金保険料について納入の告知を行っておらず、

事業主は、当該保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除

く。）を納付する義務を履行していないと認められる。 

一方、申立期間①のうち、平成 16 年２月から 20 年 12 月までの期間及び

21 年２月から同年８月までの期間については、申立人から提出された給料明

細書により、おおむね、オンライン記録の標準報酬月額を上回る報酬月額が

支給されていることが確認できるものの、厚生年金保険料控除額に基づく標

準報酬月額は、オンライン記録の標準報酬月額と一致していることから、特

例法による保険給付の対象に当たらないため、あっせんは行わない。 

申立期間②、③及び④については、申立人から提出された当該期間に係る

賞与明細書及び給料明細書（賞与）において、いずれも厚生年金保険料を事

業主により賞与から控除されていないことが確認できることから、申立人が

当該期間において、その主張する標準賞与額に基づく厚生年金保険料を事業

主により賞与から控除されていたと認めることはできない。 

 



四国（高知）国民年金 事案 500（高知国民年金事案 519 の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和60年11月から63年11月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

    

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日  ： 昭和 25 年生 

住 所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 昭和 60 年 11 月から 63 年 11 月まで 

私は、昭和 62 年 11 月頃、Ａ市役所の担当者から「今から 60 歳到達まで

は 23 年だが、２年分の国民年金保険料を遡って納付すれば合計 25 年にな

るため、将来、年金がもらえるようになる。」と電話で説明を受け、その

後、郵送されてきた書類を返送して国民年金の加入手続を行い、数日後に

届いた１年分の納付書及び２年分の遡った納付書で合計３年分の国民年金

保険料を毎月納付したにもかかわらず、申立期間が未納とされていること

に納得がいかない。 

平成 22 年 10 月５日付けの年金記録に係る確認申立てに対し、年金記録

を訂正する必要はないとの通知を受けたが、国民年金の加入手続を行った

昭和 62 年 11 月から３年以上経過して年金手帳が送付されてきたこと、及

び国民年金の加入手続を行った半年くらい前に国民健康保険の加入手続を

行ったことを思い出したため再申立てをするので、調査の上、年金記録を

訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間に係る申立てについては、ⅰ）申立人の国民年金手帳記号番号は、

平成３年２月 27 日に払い出されたものと推認され、当該払出時点において、

申立期間の国民年金保険料は時効により納付できない上、別の国民年金手帳

記号番号が払い出されたことをうかがわせる事情も見当たらないこと、ⅱ）

市町村の国民年金被保険者名簿及びオンライン記録によると、平成元年度の

過年度保険料及び３年度の現年度保険料が平成３年５月から４年３月までの

期間において、ほぼ毎月収納されていることが確認できることから、申立人

が主張する遡及納付等は、当該過年度納付及び現年度納付であるものと考え

ても不自然ではないことなどから、既に年金記録確認高知地方第三者委員会

（当時）の決定に基づいて 23 年３月 30 日付け年金記録の訂正は必要とまで



は言えないとする通知が行われている。 

今回の再申立てに当たって、申立人は、「年金手帳は、国民年金の加入手続

を行ってから３年以上経過した後に郵送されてきたこと、及び昭和 62 年 11

月頃、国民年金の加入手続を行い、その半年くらい前に国民健康保険の加入

手続も行ったことを思い出したため、国民年金の加入手続時期及び国民年金

保険料納付開始時期は、62 年で間違いない。」と主張している。 

しかしながら、前述のとおり、申立人の国民年金手帳記号番号は、平成３

年２月 27 日に払い出されたものと推認されるところ、昭和 62 年４月から 63

年３月までの期間に係る国民年金手帳記号番号払出簿を見ても、申立人に対

して払い出された別の国民年金手帳記号番号は見当たらない上、年金事務セ

ンターは、「国民年金の加入手続から３年以上経過して年金手帳が送付される

とは考え難い。」と回答している。 

また、Ａ市保険医療課は、「申立人の国民健康保険被保険者資格の取得日は

昭和 62 年４月１日である。」としているものの、申立人が国民健康保険の加

入手続を行った日は特定できないとしている。 

このほか、年金記録確認高知地方第三者委員会の当初の決定を変更すべき

新たな事情は見当たらないことから、申立人が申立期間の国民年金保険料を

納付していたものと認めることはできない。 

、



 

四国（徳島）厚生年金 事案1100（徳島厚生年金事案455、654及び734の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、船員保険被保険者として、船員保険料を事業

主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 大正15年生 

住    所 ：  

    

    

    

   

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和40年１月20日から同年12月28日まで 

 申立期間については、Ａ社が所有するＢ丸に乗り組んでいたが、船員保険

の被保険者記録が無く納得できない。 

 Ｂ丸に乗り組み、船員保険にも加入していたはずなので、申立期間を船員

保険の被保険者期間として認めてほしいとして、年金記録確認徳島地方第三

者委員会（当時）に申立てを行ったが、記録の訂正は認められなかった。 

今回、Ａ社の代表取締役の文書を提出するとともに、前回の再申立てにお

いて提出した元Ｂ丸乗組員の文書及び船員保険の届出が法律で定められて

いたことを示す資料等の内容も踏まえた上、再審議してほしい。 

   

   

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間に係る当初の申立てについて、申立人が所持する船員手帳の記載、

事業主及び同僚の供述から判断すると、申立人が、申立期間において、Ａ社

が所有する「Ｂ丸」に雇入れされていたことは推認できるものの、ⅰ）前述

の船員手帳において、申立期間当時、申立人が乗り組んでいたＢ丸に申立人

の父親が船長として乗り組んでいたことが確認できるところ、申立事業所に

係る船員保険被保険者名簿において、申立人の父親の氏名等は確認できない

ことから判断すると、当時、申立事業所では必ずしも全ての乗組員を船員保

険に加入させていたとは限らない状況がうかがえること、ⅱ）前述の被保険

者名簿において、申立事業所が船員保険の適用事業所に該当した昭和40年２

月10日から45年２月２日までに船員保険被保険者の資格を取得した者の中

に、申立人の氏名は無く、被保険者証記号番号に欠番も無いこと、ⅲ）申立

事業所に係る登記簿謄本によると、申立期間当時、申立人及びＣ氏が共同で

代表取締役であったことが確認できるところ、申立人及び同氏は、「当時、



船員保険料は、船主、事業主が負担することが慣例化していたため、船員の

給与から、船員保険料の控除は行っていなかった。」と供述しているものの、

船舶所有者名簿において、申立事業所は既に船員保険の適用事業所でなくな

っており、当時の関連資料等も保管されておらず、当該供述について確認す

ることができないことなどから、既に年金記録確認徳島地方第三者委員会の

決定に基づき平成22年８月３日付けで年金記録の訂正は必要とまでは言え

ないとする通知が行われている。 

また、前々回の再申立てに当たり、申立人から、ⅰ）申立人が申立期間の

以前から、申立人の父親と共に船舶に乗り組み、海運業を営んでいたことを

証明する関係者の文書、及び申立人の父親の名前が刻まれた、Ｄ港の石碑の

写真が新たな資料として提出されたところ、当該資料をもって、申立人が申

立期間において船員保険に加入し、給与から船員保険料が控除されていたも

のと推認することはできないこと、ⅱ）申立人は、「当時、Ｂ丸では、『船

長』、『一等航海士』、『機関長』、『一等機関士』として乗り組む資格を持った

者は『船舶職員』と呼ばれ、私を含めてこれら職員の月給は全て手取りで５

万円だった。例えば、共にＢ丸に乗り組んでいたＥ氏も同様に船舶職員であ

り、給与も手取りで５万円だったはずだ。Ｅ氏に船員保険の被保険者記録が

あるのであれば、私も船員保険に加入し給与から船員保険料が控除されてい

たはずである。」と主張しているところ、申立事業所に係る船員保険被保険

者名簿において、Ｅ氏の被保険者記録は確認できるものの、同氏の連絡先等

は不明であり当時の状況について聴取することはできない上、同名簿に記載

された同氏の標準報酬月額から推定される給与額は、申立人の主張と符合し

ないことなど、申立内容を裏付ける事情は見当たらないことなどから、既に

年金記録確認徳島地方第三者委員会の決定に基づき平成23年５月24日付け

で年金記録の訂正は必要とまでは言えないとする通知が行われている。 

さらに、前回の再申立てに当たり、申立人から、ⅰ）Ａ社設立時の定款が

新たな資料として提出されたところ、申立人は、「Ａ社は、Ｂ丸の前船主の

船員を引き継いでおり、待遇については以前の条件を引き継ぐよう頼まれ、

取締役会で合意の上、引き継ぎを行っている。私と父は、前船主が下船した

代わりに乗船したので、船員保険の加入時期が異なり記録が無い。」と主張

しているものの、当該主張をもって、申立人が申立期間において船員保険に

加入し、給与から船員保険料が控除されていたものと推認することはできな

いこと、ⅱ）申立人から提出された元Ｂ丸乗組員のＥ氏（前述の同僚）の署

名が確認できる申立人宛ての文書によれば、「就業規則は船員がいつでも見

える場所にぶら下げていますから、申立人親子の給料及び船員保険が給料か

ら天引きされていることは、他の船員同様でした。」と記載されているもの

の、オンライン記録において同氏の住所等を確認することはできない上、申

立人へ同氏の連絡先について照会しても回答が得られないことから、申立人



の給与から船員保険料が控除されていたことをうかがわせる具体的供述等

も得られないこと、ⅲ）申立人は、「昭和39年以降、保険事務所（社会保険

事務所）に対して会計検査院による検査が行われ、各地区の指名された船主

から提出された各種帳簿において、船員保険の未加入者が確認された場合は、

遡って船員保険に加入させられているはずである。」と主張しているところ、

会計検査院に照会しても、申立事業所が会計検査院の検査を受けた事実は確

認できないことなどから、既に年金記録確認徳島地方第三者委員会の決定に

基づき平成23年10月12日付けで年金記録の訂正は必要とまでは言えないと

する通知が行われている。 

２ 今回、申立人は、申立事業所の代表取締役であったＣ氏による給与から保

険料を控除していたとする文書を新たな資料として提出しているところ、同

氏に同文書の内容について確認したところ、「当時のことは、古いことなの

で覚えていない。私が所有する船に乗り組んでいた者は全員船員保険に加入

していた。加入していた者は健康保険証を持っていたので自分自身でも分か

っていたと思う。船員の給与から、船員保険料の控除は行っていなかった。

当時のことが分かる書類は保管していない。」と供述しており、同文書をも

って、申立人が申立期間において船員保険に加入し、給与から船員保険料が

控除されていたものと推認することはできない上、再度、申立事業所に係る

船員保険被保険者名簿を確認しても、申立人の氏名等は確認できない。 

  また、前回の再申立てにおいて、申立人から提出された元Ｂ丸乗組員のＥ

氏の署名が確認できる申立人宛ての文書を再提出しているところ、日本年金

機構の調査によって同氏の連絡先が判明したものの、同氏は既に亡くなって

おり、申立人の給与から船員保険料が控除されていたことをうかがわせる具

体的供述等も得られない。 

  さらに、申立人からは船員保険の届出が法律で定められたものである証拠

として、「船員保険ノ被保険者資格得喪届出等ニ関スル件（昭15.４.25厚生・

逓信省令第１号）」に係る書籍の写しが新たな資料として提出されていると

ころ、当該資料をもって、申立人が申立期間において船員保険に加入し、給

与から船員保険料が控除されていたものと推認することはできない。 

 そのほかに年金記録確認徳島地方第三者委員会の当初の決定を変更すべ

き新たな事情も見当たらないことから、申立人が船員保険被保険者として、

申立期間に係る船員保険料を事業主により給与から控除されていたことを

認めることはできない。 



四国(愛媛)厚生年金 事案 1101 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 30年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 55年６月 21日から同年 11月１日まで 

 申立期間は、Ａ社から関連会社の Ｂ社(現在は、Ｃ社)に転籍となった時

期であり、当該期間は継続して勤務していたが、厚生年金保険の被保険者期

間となっていない。転籍したＢ社は、当時、事務所として機能していなかっ

たので、給与計算や社会保険事務等の事務処理は、引き続きＡ社において行

われていたと思われ、給与から申立期間の厚生年金保険料も引き続き控除さ

れていたはずなので、調査の上、年金記録を訂正してほしい。 

   

     

第３ 委員会の判断の理由 

   雇用保険の記録、同僚の供述、Ａ社から提出されたＢ社設立に当たりＤ労働

組合と交わされた転籍者に関する協定書及び申立人に係るＡ社からＢ社への

転籍の通知書によると、申立人は、昭和 55年６月 21日付けで、Ａ社から関連

会社であるＢ社に転籍し、申立期間については、同社で引き続き勤務していた

ことが認められる。 

一方、オンライン記録によると、申立人の転籍先であるＢ社が厚生年金保険

の適用事業所となったのは、昭和 55年 11月１日であることが確認できるとこ

ろ、申立人は、「転籍当時のＢ社の従業員に係る社会保険事務は、引き続きＡ

社で行われていたと思うので、転籍後も厚生年金保険料は引き続き給与から控

除されていたと思う。」と主張している。 

しかしながら、Ａ社から提出された健康保険厚生年金保険被保険者資格喪失

確認通知書によると、申立人の同被保険者資格喪失日は昭和 55年６月 21日と

記載されており、同社に係る健康保険厚生年金保険被保険者原票において、同

社からＢ社に転籍した申立人を含む５人は、いずれも同日付けで健康保険の任

意継続被保険者の資格を取得していることが確認できる。 



また、Ａ社及びＣ社は、「申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の控除に

ついて確認できる賃金台帳等の資料は保管していない。」と回答しており、申

立人の申立期間に係る厚生年金保険料の給与からの控除について確認するこ

とができない。 

 このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認で

きる給与明細書等の関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを認めることはできない。 

  

 

 




